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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
開口部に摺動自在に取り付けられた戸板を所定の位置に保持するための保持金具であって
、
前記保持金具が、前記開口部を構成する枠部材に設けられる突出部および前記戸板に設け
られる受け部からなり、
前記突出部が、ケースと、該ケースから出没できるように当該ケースに揺動自在に取り付
けられた磁性体からなる可動舌片とからなり、
前記受け部が、前記突出部の可動舌片と対向する面に当該可動舌片の先端と係合する凹部
が形成されたケースと、当該ケース内部に収納された磁石と、前記凹部内部に配設され、
当該凹部内部に挿入される前記可動舌片の先端部を一時的に係止するための係止フックと
、該係止フックに前記可動舌片を一時的に係止できる程度の係止力を付勢する付勢手段と
からなり、
前記可動舌片の該先端部に、当該可動舌片の長手方向とほぼ垂直方向に延びる係合部が可
動舌片の両側に突設されており、
前記係止フックに、当該係合部に係合する両爪部が形成されてなる保持金具。
【請求項２】
前記可動舌片の先端部が、部分的に折り返されてなる請求項１記載の保持金具。
【請求項３】
前記磁性体からなる可動舌片の先端部に柔軟性を有する緩衝材が固着されてなる請求項１
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または２記載の保持金具。
【請求項４】
前記ケースの上面が床面と同一平面になるよう、前記ケースおよび前記可動舌片が床面に
埋め込まれてなる請求項１、２または３記載の保持金具。
【請求項５】
開口部に摺動自在に取り付けられた戸板を所定の位置を越えて移動できないように規制す
るための戸当り金具であって、該戸当り金具が、前記開口部を構成する枠部材に設けられ
る突出部および前記戸板に設けられる受け部からなり、
前記突出部が、ケースと、該ケースから出没できるように当該ケースに揺動自在に取り付
けられた磁性体からなる可動舌片とからなり、
前記受け部が、前記突出部の可動舌片と対向する面に当該可動舌片の先端と係合する凹部
が形成されたケースと、当該ケース内部に収納された磁石と、前記凹部内部に配設され、
当該凹部内部に挿入される前記可動舌片の先端部に突き当たる戸当り部材とからなり、
前記可動舌片の該先端部に、当該可動舌片の長手方向とほぼ垂直方向に延びる係合部が可
動舌片の両側に突設されており、
前記戸当り部材に、当該係合部に係合する両緩衝部が形成されてなる戸当り金具。
【請求項６】
前記ケースの上面が床面と同一平面になるよう、前記ケースおよび前記可動舌片が床面に
埋め込まれてなる請求項５記載の戸当り金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は引き戸の保持金具および戸当り金具に関する。さらに詳しくは、開口部に摺動
自在に取り付けられた戸板を所定の位置に保持することができる保持金具および戸当りに
関する。なお、本明細書において「戸板」とは、平板状であってその平板な面内の方向に
摺動自在に取り付けられる部材を意味し、本発明の保持金具は、建物の開口部に取り付け
られる引き戸やふすま以外に、たとえば吊下げ式引き戸、障子、家具の引戸など多くの用
途に用いることができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物入口の開口部または部屋入口の開口部などにおいて引き戸が用いられている
。図１５ａおよび１５ｂは、かかる引き戸の一例を示しており、図１５ａおよび１５ｂに
おいて、Ｐ１およびＰ２は柱であり、柱Ｐ１および柱Ｐ２の上端部および下端部にはそれ
ぞれ鴨居Ｔおよび敷居Ｂが架設されている。そして、鴨居Ｔ、敷居Ｂおよび柱Ｐ１、Ｐ２
で形成される開口部には引き戸である戸板２０が摺動自在に取り付けられている。なお、
図１５ａおよび１５ｂにおいて、Ｗは壁であり、２１は戸板２０に形成された引き手であ
る。
【０００３】
　図１５ａは戸板２０が閉じられた状態を示しており、図１５ｂは戸板２０を開けた状態
を示している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、図１５ａおよび１５ｂに示されるタイプの引き戸の場合、戸板２０の幅Ｔ１
は、通常、開口部の幅Ｔ２のほぼ半分に設定されている。このため、戸板２０を開けきっ
た状態（図１５ｂ参照）では、戸板２０の側縁２０ａは柱Ｐ１に当接しており、この状態
では、開口を大きくとることができ、人や物の移動がし易くなるという利点はあるが、一
方において、戸板２０の引き手２１が壁Ｗと対向する位置までくるため、図１５ｂにおい
て、紙面表側から戸板２０を閉める際には引き手２１を持つことができるが、紙面裏面か
ら戸板２０を閉める際には引き手２１が持ちにくいという問題がある。この問題は、図１
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５ａおよび１５ｂに示される例において、開口部の左半分に戸板２０を収納する戸袋を設
けた場合にとくに顕著になり、戸袋内に戸板２０を完全に収納してしまうと、戸板２０を
引き出すのが非常に厄介である。
【０００５】
　本発明はかかる問題を解消するためになされたものであり、簡単な構成により、戸板を
所定の位置に保持することができる保持金具および戸当り金具を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の保持金具は、開口部に摺動自在に取り付けられた戸板を所定の位置に保持する
ための保持金具であって、
前記保持金具が、前記開口部を構成する枠部材に設けられる突出部および前記戸板に設け
られる受け部からなり、
前記突出部が、ケースと、該ケースから出没できるように当該ケースに揺動自在に取り付
けられた磁性体からなる可動舌片とからなり、
前記受け部が、前記突出部の可動舌片と対向する面に当該可動舌片の先端と係合する凹部
が形成されたケースと、当該ケース内部に収納された磁石と、前記凹部内部に配設され、
当該凹部内部に挿入される前記可動舌片の先端部を一時的に係止するための係止フックと
、該係止フックに前記可動舌片を一時的に係止できる程度の係止力を付勢する付勢手段と
からなり、
前記可動舌片が、該可動舌片の先端部に当該可動舌片の長手方向とほぼ垂直方向に延びる
係合部が突設されてなることを特徴としている。
【０００７】
　前記可動舌片の先端部が、部分的に折り返されてなるのが好ましい。
【０００８】
　前記磁性体からなる可動部材の先端部に柔軟性を有する緩衝材が固着されてなるのが好
ましい。
【００１０】
　また、本発明の戸当りは、開口部に摺動自在に取り付けられた戸板を所定の位置を越え
て移動できないように規制するための戸当り金具であって、前記戸当り金具が、前記開口
部を構成する枠部材に設けられる突出部および前記戸板に設けられる受け部からなり、
前記突出部が、ケースと、該ケースから出没できるように当該ケースに揺動自在に取り付
けられた磁性体からなる可動舌片とからなり、
前記受け部が、前記突出部の可動舌片と対向する面に当該可動舌片の先端と係合する凹部
が形成されたケースと、当該ケース内部に収納された磁石と、前記凹部内部に配設され、
当該凹部内部に挿入される前記可動舌片の先端部に突き当たる戸当り部材とからなり、
前記可動舌片が、該可動舌片の先端部に当該可動舌片の長手方向とほぼ垂直方向に延びる
係合部が突設されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、突出部の可動舌片の先端部を受け部の係止フックに係止させることが
でき、それにより戸板を所定の位置に保持することができ、戸板の開閉操作をスムーズに
行なうことができる。
【００１３】
　また、可動部材の先端部に柔軟性を有する緩衝材を固着すれば、突出部と受け部とが連
結するときなどの騒音の発生を抑えることができ、夜間における戸の開閉を静かに行なう
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　つぎに図面を参照しながら本発明の保持金具を詳細に説明する。
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【００１５】
　図１は本発明の保持金具が適用される引き戸の一例を示しており、２本の柱Ｐ１、Ｐ２
によって囲まれ、壁Ｗを有する戸口において、柱Ｐ１、Ｐ２のあいだの開口部の上下両端
において鴨居Ｔおよび敷居Ｂが設けられ、敷居Ｂ上を戸板２０が摺動自在に取り付けられ
ている。戸板２０の上端は鴨居Ｔに形成された溝Ｇ１に、また戸板２０の下端に形成され
た突条は、敷居Ｂに形成された溝Ｇ２に摺動自在に差し込まれている。また、戸板２０が
敷居Ｂ上を滑らかに摺動し得るように、戸板２０の下端面に戸車を設けるようにしてもよ
い。
【００１６】
　本発明の保持金具は、突出部１および受け部２とからなっており、本実施の形態におい
ては、突出部１が戸板２０の上端面に、受け部２が、開口部を構成する枠部材である鴨居
Ｔの溝Ｇ１の底面に取り付けられている。突出部１および受け部２は、前記戸板２０の上
端面または溝Ｇ１の底面に直接取り付けるようにしてもよいし、当該上端面または底面に
座ぐり加工などにより凹所を形成し、この凹所内に突出部１および受け部２をはめ込むよ
うにしてもよい。
【００１７】
実施の形態１
　図４～５に示される突出部１は、ケース３と、該ケース３から出没できるように当該ケ
ース３に揺動自在に取り付けられた鉄などの磁性体からなる可動舌片４とから構成されて
いる。突出部１は、図５に示されるように、全体の厚さが薄くなるように作製されている
ので、図３に示されるように、突出部１を戸板表面に大きく突出させずに取り付けること
ができる。
【００１８】
　可動舌片４は、鉄などの磁性材料で作製された金属薄板からなる。可動舌片４の先端部
５は、部分的に折り返されることにより裏側に突出しているため、後述する係止フック１
０に確実に係止され得る。なお、可動舌片４の先端部５を折り返す代わりに、可動舌片４
の先端部５に係止フック１０の爪部１０ａと係合される係合孔または係合凹部を形成した
り、または可動舌片４の先端部の裏側に別体の係止ブロックを固着してもよい。たとえば
、別体の係止ブロックとして、柔軟性を有する緩衝部材を可動舌片４の先端部５の裏側に
固着させれば、可動舌片４がケース３内側に戻るときに騒音が発生しない。
【００１９】
　また、図示されていないが、磁性体からなる可動舌片４の先端部５の全体に、合成樹脂
などでモールド成形することにより柔軟性を有する緩衝部材を固着すれば、可動舌片４が
受け部２の磁石９に吸引されて当該受け部２の凹部７に係合するとき、可動舌片４がケー
ス３内部に戻るとき、および可動舌片４の先端部５が係止フック１０に係止するときなど
における騒音の発生を防止することができる。
【００２０】
　また、可動舌片４の部分４ａの幅Ｘ１は、ケース３の開口３ａの幅Ｘ２より広くなるよ
うに設定されているため、可動舌片４は開口３ａから脱落することがない。
【００２１】
　また、受け部２は、図６～７に示されるように、前記突出部１の可動舌片４と対向する
面に当該可動舌片４の先端部５と係合する凹部７が形成されたケース８と、当該ケース８
内部に収納された磁石９と、前記凹部７内部に配設され、当該凹部７内部に挿入される前
記可動舌片４の先端部５を一時的に係止するための係止フック１０と、該係止フック１０
に前記可動舌片４を一時的に係止できる程度の係止力を付勢する付勢手段である圧縮コイ
ルバネ１１とから構成されている。
【００２２】
　磁石９はケース８の底面に形成された２個の挿入穴８ａに挿入され、裏蓋１２によって
封止されている。または、磁石９を内蔵した状態でケース８を合成樹脂などによって一体
成形してもよい。



(5) JP 4287789 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

【００２３】
　凹部７の内面のうちの一方の側には、当該凹部７の内奥面７ａから当該凹部７の開口縁
７ｂへ延びる斜面１３が形成されている。斜面１３の角度は、本発明においてはとくに限
定されるものではないが、可動舌片４が開口縁７ｂに引っ掛からない程度の角度、通常４
５°未満程度、たとえば１０～４０°程度に規定されるのが好ましい。
【００２４】
　凹部７の内面のうちの他方の側には、係止フック１０が、ケース８の厚さ方向（図７に
おいて、上下方向）に往復移動できるように配設されている。
【００２５】
　具体的には、図７に示される係止フック１０は、可動舌片４の先端部５に係止する爪部
１０ａと、当該爪部１０ａと結合され、凹部７の内奥面７ａに対してほぼ直角方向に延び
、前記可動舌片４の先端部５に当接する当接部１０ｂと、該当接部１０ｂと結合され、裏
蓋１２と平行に延び、前記圧縮コイルバネ１１を受ける受け座１０ｃとから構成されてい
る。圧縮コイルバネ１１は、ケース８の取付穴８ｂに収容され、受け座１０ｃの凹部１０
ｄと取付け穴８ｂの内奥面８ｃとのあいだで圧縮されている。また、内奥面８ｃには、半
球状の突起８ｄが突設されているため、圧縮コイルバネ１１の一端を係止することができ
る。
【００２６】
　本実施の形態の係止フック１０は、圧縮コイルバネ１１とともにケース８の裏側から挿
入され、ついで、係止フック１０の当接部１０ｂに当接するように、スペーサ１４を裏側
から挿入することにより、係止フック１０を往復移動自在に位置決めすることができる。
【００２７】
　突出部１と受け部２とが近接した位置にあるときには、前記受け部２の磁石９の磁力に
より突出部１の可動舌片４が揺動して斜方に突出し、当該可動舌片４の先端部５が斜面１
３に沿って移動したのち前記凹部７内部の係止フック１０に一時的に係止され、それによ
り戸板２０を所定の位置に保持することができる。
【００２８】
　図３に示されるように、可動舌片４の先端部５が係止フック１０に係止されたとき、突
出部１のケース３と受け部２のケース８とがほぼ当接する。また、このとき、受け部２の
係止フック１０は、若干もち上がるが、突出部１のケース３の開口３ａ（図５参照）内部
に入るため、係止フック１０の往復移動を支障なく行なうことができる。
【００２９】
　また、突出部１と受け部２とが離れるときには、まず、可動舌片４の先端部５が係止フ
ック１０から離脱し、ついで、突出部１と受け部２とが離れるにつれて、可動舌片４は、
前記磁石９の磁力の作用を受けなくなる。このとき、突出部１に対向する受け部２のケー
ス８が可動舌片４を突出部１のケース３内部へ押し戻すことによって、突出部１と受け部
２との係合が円滑に解除される。
【００３０】
　前述した突出部１および受け部２からなる保持金具を取り付けた引き戸は、図２ａに示
されるように戸板２０を開け始めると、やがて突出部１と受け部２とが近接し、受け部２
に内蔵された磁石の９の力により突出部１の可動舌片４が立ち上がり、その先端部５が受
け部２の斜面１３上を当接しつつ摺動し、係止フック１０の当接部１０ｂと当接して停止
する。このとき圧縮コイルパネル１１の付勢力によって可動舌片４は係止フック１０に一
時的に係止される（図２ｂ参照）。その結果、戸板２０を所定の位置に保持することがで
きる。
【００３１】
　なお、突出部１および受け部２は、本実施の形態ではネジ止めにより戸板２０の上端面
および鴨居Ｔの溝Ｇ１の底面にそれぞれ固定されているが、接着剤など他の手段により固
定することもできる。
【００３２】
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　また、本実施の形態においては、突出部１を戸板２０の上端面に設けているが、たとえ
ば戸板として吊下げ式引き戸を採用するときは、敷居Ｂの溝Ｇ２の底面に設けることもで
きる。この場合、受け部２は戸板２０の下端面に設けられる。
【００３３】
実施の形態２
　図８～１２に、本発明の別の形態の保持金具を示す。本実施の形態２は、可動舌片の先
端部両側に係合部が突設される保持金具である。
【００３４】
　図８～９に示される突出部１は、実施の形態１における突出部１に比較して、可動舌片
４の先端部に当該可動舌片の長手方向とほぼ垂直方向に延びる係合部６が可動舌片４の両
側に突設されている。なお、図９の（ａ）は図８の（ａ）のＬ－Ｌ線従断面図であり、図
９の（ｂ）は図８の（ｂ）のＭ－Ｍ線従断面図である。図８の（ａ）および図９の（ａ）
は突出部１が取付面（戸板上部または敷居底面）に直付けするタイプを示す。図８の（ｂ
）および図９の（ｂ）は、取付面に座ぐり加工などにより凹所を形成し、この凹所内に突
出部１を埋め込んで取り付けるタイプである。
【００３５】
　図１０および図１１は、図８に示す突出部１に組み合わされる受け部２を示す。また、
図１０の受け部２の係止フック１０の形状を図１２に示す。図１０～１２に示すように、
可動舌片４の先端と係合する凹部７が形成されたケース８の凹部の両角部に、係止フック
１０の爪部１０ａが形成されている。また、両側に爪部１０ａが形成されているので、係
止フック１０が安定するように、圧縮コイルバネ１１を２つ備えており、２つの圧縮コイ
ルバネ１１を保持するために、係止フック１０に突起１０ｅが２つ形成されている（図１
２）。
【００３６】
　本実施の形態２では、受け部の凹部７に、開口縁７ｂへ延びる斜面１３が形成されてお
らず、凹部７はケース８の側方に開口している。磁石９がケース８の底面に形成された挿
入穴８ａに挿入され、裏蓋１２によって封止されていることは、実施の形態１と同様であ
る。本実施の形態２では、磁石が１個の場合を示している。実施の形態１のスペーサ１４
に相当する部材は、ケース８のはめ込み穴の形状を工夫することによって、省略されてい
る。
【００３７】
　可動舌片４が係止フック１０に係止される動作は、実施の形態１では可動舌片の先端部
５が爪部１０ａに結合するが、本実施の形態２では、可動舌片４の両側に突設された係合
部６が、係止フック１０の両爪部１０ａに結合する。その他の動作は、実施の形態１と同
様なので、説明を省略する。
【００３８】
　本実施の形態２における突出部１は、吊下げ式引き戸の振止め装置と共用することがで
きる。すなわち、可動舌片４の先端両側に突出した係合部６が、吊下げ式引き戸下端に設
けられた、下方に開口するほぼＣ字形状の断面を有するレール２２に係合し、吊下げ式引
き戸が振れるのを防止する（図１４参照）。吊下げ式引き戸を保持したい位置に、レール
に代わって本実施の形態２の受け部２を、レール２２の断面と受け部２の凹部７が連続す
るように配置すれば、レール２２端部から出た可動舌片４は、受け部２の磁石９に引き上
げられたまま、係止フック１０に係止される。このようにして、本実施の形態２の突出部
１と受け部２を、吊下げ式引き戸の振止め装置および保持金具として使用することができ
る。
【００３９】
　本実施の形態２では、突出部１が取付面（戸板上部または敷居底面）に直付けするタイ
プ（図８の（ａ））と、取付面に座ぐり加工などにより凹所を形成し、この凹所内に突出
部１を埋め込んで取り付けるタイプ（図８の（ｂ））とを示したが、埋め込みタイプの突
出部１を敷居Ｂの溝Ｇ２の底面に埋め込み、また、受け部２を戸板２０の下端面に埋め込
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むことによって、引き戸下端に保持金具を使用することができる。埋め込みタイプの突出
部１は、上に受け部２がなく磁石９で可動舌片４が引き上げられなければ、敷居Ｂの溝Ｇ
２の底面と同一面に収まるので、通行や引き戸の摺動に支障がない。
【００４０】
　また、引き戸の上端面の隙間が小さい場合でも、埋め込みタイプによって、保持金具を
使用することができる。
【００４１】
実施の形態３
　実施の形態３では、戸当り金具として突出部および受け部を用いる場合を示す。引き戸
を保持する必要はないが、ある位置を越えて動かせないように規制すればよい場合がある
。たとえば、戸袋に収納する場合の最後の戸板が完全に収納されなければよいだけの場合
や、引き戸を左右から閉める場合に中央をこえて反対に動かせないようにしたい場合など
である。
【００４２】
　図１３は、突出部１および受け部を保持金具ではなく、引き戸をある位置を越えて動か
せないように規制する戸当り金具として使用する場合の、戸当り部材１５を示す。本実施
の形態３において戸当り金具は、実施の形態２における突出部１と受け部２と同様に、突
出部１および受け部２で構成される。
【００４３】
　図１３の戸当り部材１５は、実施の形態２における受け部２（図１１）の係止フック１
０の代わりに、受け部２のケース８にはめ込まれる。実施の形態２と同様に、戸当り部材
１５を保持するために、圧縮コイルバネ１１が２個使用される。
【００４４】
　突出部１としては、実施の形態２の突出部１（図８）を使用する。突出部１の可動舌片
４の係合部６が、係止フック１０に係止される代わりに、戸当り部材１５に突き当たって
、戸板が受け部２を越えて摺動することを規制する。
【００４５】
　戸当り部材には、爪部１０ａに代わって可動舌片４の係合部６を下から支えるように、
緩衝部１５ａが形成されている。可動舌片４の係合部６はまず、この緩衝部１５ａに接触
する。係合部６がさらに受け部の凹部７の奥側に動くと、緩衝部１５ａに形成された斜面
を押して、戸当り部材を押し下げる。圧縮コイルバネ１１と緩衝部１５ａの斜面の働きに
よって、戸板が戸当り部材に当る衝撃を緩和する。
【００４６】
　本実施の形態３の突出部１を戸板２０の上端面に設け、受け部２を鴨居Ｔの溝Ｇ１の底
面に取り付けて、引き戸の戸当りとすることができる。
【００４７】
　本実施の形態３において、戸当り金具が吊下げ式引き戸に使用できることは、実施の形
態２と同様である。すなわち、突出部１は吊下げ式引き戸の振止め防止装置と兼用でき、
吊下げ式引き戸の下端に受け部を設置して、戸当りとすることができる。
【００４８】
　また、本実施の形態３の戸当り金具を、戸板の下端面に使用できることも、実施の形態
２と同様である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の保持金具が適用される引き戸の一例を示す斜視説明図である。
【図２ａ】図１に示される引き戸の正面図であって、戸板を少し開けた状態を示す図であ
る。
【図２ｂ】図１に示される引き戸の正面図であって、本発明の保持金具により戸板が所定
の状態に保持された状態を示す図である。
【図３】図２ｂの部分拡大説明図である。
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【図４】図３に示される保持金具の突出部の平面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図３に示される保持金具の受け部の正面図である。
【図７】図６のVII－VII線縦断面図である。
【図８】（ａ）は本発明の実施の形態２（可動舌片の先端部両側に係合部が突設される保
持金具）にかかわる突出部の平面図、（ｂ）は実施の形態２にかかわる突出部の変形例の
平面図である。
【図９】（ａ）は図８の（ａ）のＬ－Ｌ線従断面図、（ｂ）は図８の（ｂ）のＭ－Ｍ線縦
断面図である。
【図１０】実施の形態２（可動舌片の先端部両側に係合部が突設される保持金具）にかか
わる受け部の正面図である。
【図１１】図１０のＮ－Ｎ線縦断面図である。
【図１２】実施の形態２にかかわる係止フックの（ａ）平面図、（ｂ）断面図、（ｃ）左
側面図、（ｄ）右側面図である。
【図１３】本発明の実施の形態３（戸当り金具）にかかわる戸当り部材の（ａ）断面図、
（ｂ）左側面図、（ｃ）右側面図である。
【図１４】本発明の実施の形態２および３にかかわる突出部が、吊り下げ引き戸の振止め
として用いられる様子を示す、拡大説明図である。
【図１５ａ】従来の引き戸の正面図であって、戸板を閉めた状態を示す図である。
【図１５ｂ】従来の引き戸の正面図であって、戸板を開けた状態を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　１　突出部
　　２　受け部
　　４　可動舌片
　　５　先端部
　　６　係合部
　　９　磁石
　１０　係止フック
　１１　圧縮コイルバネ
　１５　戸当り部材
　２０　戸板
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５ａ】

【図１５ｂ】
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